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ラ
ブ
を
支
援
す
る
制
度
を
設
け

て
は
ど
う
か
。

答
平
成
30
年
度
か
ら
支
援
制

度
を
設
け
る
。
こ
の
支
援

に
よ
り
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動

の
活
性
化
を
期
待
し
て
い
る
。

新
体
育
館
建
設
に
つ
い
て

問
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
観
点

で
新
体
育
館
を
考
え
る
な

ら
、
現
体
育
館
を
耐
震
化
し
、

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
中

で
、
西
地
域
だ
け
で
な
く
全
市

的
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
中
で
検
討
す
る
と
、
新

体
育
館
の
建
設
が
遅
く
な
り
、

耐
震
性
の
乏
し
い
現
体
育
館
で

は
人
命
に
関
わ
る
よ
う
な
被
害

も
考
え
ら
れ
る
。
一
日
で
も
早

く
、
安
心
し
て
利
用
で
き
る
施

設
の
建
設
に
取
り
か
か
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

新
実
祥
悟
（
無
会
派
）

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
を

問
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を

開
設
し
た
手
応
え
は
。

答
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

の
一
環
と
し
て
平
成
29
年

５
月
に
開
設
し
、
当
初
の
目
標

を
大
幅
に
超
え
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー

数
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
を
開
設
し
て
い
る
他
市

と
比
較
す
る
と
人
口
規
模
を
考

慮
し
て
も
、
そ
の
数
は
多
く
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
者
に
支
持
さ
れ
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
今
後
の
展
開
は
。

答
29
年
11
月
に
赤
い
電
車
応

援
企
画
と
連
携
し
て
、
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
を
開
催
し
た
。
30
年
１
月

と
２
月
に
は
、
定
住
促
進
企
画

の
蒲
郡
生
活
１
泊
体
験
ツ
ア
ー

と
連
携
す
る
な
ど
、
市
の
広
報

基
盤
と
し
て
徐
々
に
利
用
が
広

が
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
や
事
業
と
の
連
携

を
図
り
、
観
光
客
や
定
住
者
の

増
加
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う

に
、
市
の
魅
力
発
信
を
行
っ
て

い
き
た
い
。

青
山
義
明
（
自
民
党
市
議
団
）

河
川
の
拡
幅
・
改
修
状
況
は

問
県
が
管
理
す
る
河
川
の
拡

幅
・
改
修
の
状
況
は
。

答
河
川
整
備
計
画
に
基
づ
き
、

県
が
整
備
を
進
め
て
い
る
。

落
合
川
で
は
河
道
拡
幅
の
た
め

冷
越
橋
の
上
流
左
岸
の
護
岸
ブ

ロ
ッ
ク
工
を
施
工
す
る
。

国
道
２
４
７
号
中
央
バ
イ
パ
ス
の

ご
み
の
ポ
イ
捨
て
対
策
は

問
道
路
の
管
理
方
法
を
含
め
、

今
後
の
対
策
を
伺
う
。

答
定
期
的
な
道
路
清
掃
に
加

え
、
中
央
分
離
帯
を
コ
ン

ク
リ
ー
ト
に
改
修
す
る
な
ど
、

関
係
機
関
と
も
連
携
し
な
が
ら

対
策
を
検
討
し
て
い
く
。

農
地
中
間
管
理
機
構
関
連

農
地
整
備
事
業
に
つ
い
て

問
平
成
30
年
度
か
ら
始
ま
る

本
事
業
の
概
要
を
伺
う
。

答
農
地
の
基
盤
整
備
を
す
る

も
の
で
、
要
件
を
満
た
せ

ば
事
業
費
の
農
家
負
担
分
を
国

が
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

尾
崎
広
道
（
自
由
ク
ラ
ブ
）

災
害
復
興
住
宅
に
つ
い
て

問
民
間
賃
貸
住
宅
を
災
害
復

興
住
宅
と
し
て
活
用
す
る

場
合
の
問
題
点
と
、
そ
の
解
決

策
は
。

答
大
家
が
特
定
の
人
の
入
居

を
拒
ん
だ
り
、
借
り
る
人

が
保
証
人
を
立
て
ら
れ
な
い
な

ど
の
問
題
が
あ
る
。
解
決
策
と

し
て
、
入
居
拒
否
し
な
い
こ
と

を
事
前
に
了
解
す
る
登
録
制
度

の
創
設
や
、
保
証
協
会
へ
の
あ

っ
旋
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

狭
あ
い
道
路
に
つ
い
て

問
狭
あ
い
道
路
の
定
義
に
つ

い
て
伺
う
。

答
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、

建
築
基
準
法
第
42
条
第
２

項
に
規
定
さ
れ
る
幅
員
４
ｍ
未

満
の
道
路
を
想
定
し
て
い
る
。

問
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
伺
う
。

答
全
路
線
の
現
地
調
査
は
完

了
し
て
い
る
が
、
検
証
作

業
の
完
了
に
は
あ
と
数
年
か
か

る
と
思
わ
れ
る
。


